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教育プロジェクトの内容等 

（１）教育プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、地域の教育委員会や学校との強固な連携に基づき、①教職体験の拡大、

②実践的指導力の育成、③質の高い教員養成を実現するものである。実体験から生み出さ

れた実践を、より高度にクリスタル(結晶)化させることを狙いとした「教職体験科目群」

や「子ども理解科目群」に属する新しい単位認定科目を履修することにより、教員就職率

を更に高め、採用当初から即戦力となる質の高いスペシャリストの養成を目指す。 

 （２）教育プロジェクトの内容及び実施計画について 

 実践的指導力育成クリス

タル・プランとは、「実践

的指導力育成コア科目群」

を基軸にして、現行教育課

程における教科科目や教職

科目を通して培われる高い

専門性と広い識見を臨床的

に練磨しつつ、実践的指導

力の結晶化を目指そうとす

るものである（図 1）。 

 

図１ 実践的指導力育成クリスタル・プラン 

コア科目群を構成する

「教職体験科目群」は、1

年次から 4 年次までを通し

て教職に関わるキャリア型

科目を系統的に履修するも

のである。「子ども理解科

目群」は、地域の子どもと

密にふれあう経験を通して

体感的理解を深めつつ、コ

ミュニケーション能力の育

成・向上を図ろうとするものである。 

このコア科目群は、四つのステージからなる段階的、系統的な二つの科目群構想により、

各ステージでの目標と位置づけを明確にしつつ、実践的指導力の継続・発展的育成を着実

に志向するものである。 

１）教職体験科目群 

「教職体験科目群」には、ステージⅠ～Ⅳ（1 年次から 4 年次）に「学校ふれあい体験」、

「教育実践観察」、「介護等体験」、「小・中学校教育実習」、「学校インターンシップ

Ⅰ・Ⅱ」の各科目を配置する。教員養成系大学において「介護等体験」や「教育実習」以

外の体験活動は、似た内容で個別に実施している大学はあるが、これらをすべて体系的に

配列し、卒業要件として単位認定を行おうとする大学はおそらく他に例をみないであろう。 

各科目は、本学附属学校はもとより、本年 5 月に協定書を交わした羽島市及び羽島郡三

町教育委員会との連携に基づいて実施する。なお、教育実習は、前述した教育委員会、岐
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阜市、各務原市、大垣市の各教育委員会及び本学附属学校と教育実習連絡協議会を設けて

運営にあたっている。現在、指定協力学校（以下、協力校とする）は、小学校 86 校、中

学校 36 校に及んでいる。 

①  学校ふれあい体験（1 年次） 

ステージⅠの目的は、学生が入学後の早い時期から教育現場との接点をもつことで、学

びの場の環境づくりに関する教員の仕事と学びあう対象としての子どもとの活動を通して、

教員志望の意欲をさらに高めることである。主な内容は、業間や放課後の遊び支援、給食

の配膳支援、清掃・美化活動支援、登下校支援、「生活科」などの校外授業の補助、運動会

や野外宿泊などの学校行事の補助などである。学生は、これらの経験を通して教員がより

よい授業づくりや学級づくりを行うために、どのように学びの場の環境づくりをしている

のかを体感的に理解し、教員の仕事の高度な専門性と責任の重さを認識する基礎固めを行

うこととなる。 

履修形態は、小学校での体験 3 日間と現場教員の講話などによる事前・事後指導を行う。 

②  教育実践観察（2 年次） 

ステージⅡは、ステージⅠで明確化された教職への問題意識を受けて、自覚的に「学ぶ

側」から「教える側」への主体的転換を図る場である。教育の主体者としての視座から、

授業を中心とするさまざまな教育実践を冷静かつ客観的に観察し、教材研究から授業の構

造化や展開の実際、評価・改善に至る授業過程を分析・整理しつつ、臨床的に「教育者の

眼」を培っていく。特に、子どもの学習の成果が日常的な学級経営の在り方に深くかかわ

ることを洞察し、「確かな授業」の原点には教育者と学習者をつなぐ“尊敬と信頼”という

ゆるぎない教育関係が成立していることを実感として学ぶ貴重な機会にしたい。 

履修形態は、事前・事後指導、小学校 2 日間・中学校 2 日間の授業参観及び小学校又は

中学校教育実践研究発表会への参加を行う。 

③  介護等の体験（2 年次） 

介護等の体験は、普段接する機会の少ない高齢者や障害者の生き方や生活のあり様につ

いて気づくとともに、人と関わり援助する上で大切にすべき姿勢や視点を体験的に学習す

る場である。学生は、ステージⅠで学んだ平等と尊重と信頼の精神及び支援する力をもっ

て介護体験に臨むことで、義務教育を担う教員に求められる幅広い社会観や人生観がもて

るように視野を広げ、人間的に成長することが期待できるであろう。 

本学部には学校心理学科が併設されている。本体験では、当該学科教員が総力をあげて

学生に臨床的立場から事前・事後指導を行い、学生の意識を高め、対象者に対する知識や

接し方の基本を学習させ、ステージⅢへつなげる。履修は、学生に目的意識を十分に備え

させてから体験に臨ませるために、2 年次で行う。 

④  小・中学校教育実習（3 年次） 

 本プロジェクトでは、教育実習をクリスタル・プランの一環として位置づける。すなわ

ち、ふれあい体験や観察体験を通して臨床的に培われた「教育者の眼」が機能し、既存の

教育実習より質的に深められた問題追及的な教育体験になることを意図している。ここで

は、1 年次・2 年次での単なる共感者・観察者としての立場を越えて、教育の主体者として

自ら授業を創造しつつ、子どもという生きた教育対象に一人で立ち向かう、まさに真剣勝

負の場としての実践参加となる。こうした体験は、教育行為がもつ重さと厳しさ故に教職
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への使命感や責任感の自覚を自発的に促すものになるはずである。このステージⅢは、2

年間の学校体験で培われた主体的な問題意識に基づいて、教科や教職に関する専門的な理

論や技術を具体的な教育事象に投影し、吟味し、自己変革と検証を重ねつつ、実践的指導

力をクリスタル化させていくプロセスである。 

小学校教育実習の事前・事後指導の特徴は、協力校より 6 名の教務主任クラス（1～6 年

生担当）の教員を招き、「小学校学級担任としての指導のあり方」についての講義を行う

ところにある。同様に中学校教育実習の事前・事後指導は、協力校より 5 名の教科主任ク

ラス（取得可能な免許状科目である国語・社会・数学・音楽・英語）の教員を招き、「教

科指導のあり方」についての講義を行う。 

⑤  学校インターンシップ（3・4 年次） 

本学部では、岐阜県・羽島郡三町・羽島市の各教育委員会が実施している放課後学習チ

ューター、メンタルフレンドなどの事業に長年多くの学生ボランティアを派遣し、高い教

育効果あげるとともに好評を博している。これらの事業の教育効果をさらに高めるために、

運用主体を自治体から大学へ移行し、規模を拡大発展させ学生を派遣する。有効性が確認

されれば、将来的には「学校インターンシップ」として授業に位置づける計画である。こ

の事業をステージⅢ・Ⅳに位置づける目的は、学生が児童・生徒の学力向上支援や発達障

害児・不適応児童・生徒への学習支援、個別指導、生活指導を通して即応できる実践的指

導力を培うことにある。ステージⅠから系統的に教職体験を学修し、教育実習で学習指導、

学級経営、生徒指導の実際を学んだ学生は、本体験を通して自己の教育力と強い責任感を

もって子どもの生活・学習支援を行い、即応できる実践的指導力のクリスタル化を実現す

ることになる。 

２）子ども理解科目群 

 「子ども理解科目群」には、全学年を対象としたステージⅠ～Ⅳの選択科目「フレンド

シップ」を配置した。本プロジェクトのフレンドシップは、地域の教育委員会の後援を得

て、年間 7 回を通して 200 人の同じ子どもが継続的に参加し、学生とともに体験活動に臨

むところに大きな特徴がある。各ステージは、Ⅰをトライ（まず子どもとふれあい、共に

体験する中での子ども理解）、Ⅱをコミュニケーション（理論に基づいたより深い子ども

理解）、Ⅲをプログラム・リーダー（理論に基づいた集団におけるプログラム運営指導）、

Ⅳをマネジメント・リーダー（子どもの成長とスタッフの成長の両面を支援するフレンド

シップ事業全体の運営指導）とし、段階的に受講することができる。本科目では、個・集

団としての子ども理解及び学校における行事運営に関するプログラム開発と組織運営につ

いて、理論に基づいた体系的な内容を学修するものである。個と集団を同時に扱う教員の

高度な専門性を育成する上で有効性を発揮するものと考えられる。活動中は、双方向での

情報発信・情報共有のために e-learning を活用する。この科目群は、平成 14 年度から教

育実践科学研究センターが実施しているフレンドシップ事業〔p.8（3）2)参照〕の成果が

現れてきていることから、これを発展させ、平成 18 年度からは単位化を目指すものである。 

３）「実践的指導力育成コア科目群」に関わる総単位数 

 コア科目群に関わる科目をすべて単位化すると、必修 9 単位〔学校ふれあい体験 1 単位、

教育実践観察 1 単位、介護等の体験 2 単位、主免許学校種教育実習（含事前・事後指導）5

単位〕、選択科目 11 単位〔副免許学校種教育実習（含事前・事後指導）5 単位、学校イン
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ターンシップⅠ・Ⅱ各 1 単位、フレンドシップⅠ～Ⅳ各 1 単位〕の合計 20 単位となる。 

４）実践的指導力育成クリスタル・プランへの e-learning の導入 

e-learning をクリスタル・プランにおける実践的指導力のクリスタル化を促進する主た

る学習環境であると位置づけ、適宜、さまざまな側面から、その育成をサポートしていく。 

 

教職体験
科目群 

大学での
講義やゼミ

 

 

 
 

New Zealand 
との遠隔学習 

 

 

   リアルタイム

 

Web や書籍から
情報収集 

授業観察 
と討論

 オンデマンド 
授業観察 
と討論 

e-learning 
カウンセリング 

e-learning 
テレビ会議 

  e-learning 
  子どもの 
  学習指導 

子ども理解
科目群 

データベース化

 
図２ クリスタル・プランでのブレンデッドラーニング  

具体的には「教職体験科目群」及び「子ども理解科目群」の中で、以下の二つに焦点化

して e-learning を行うことで実践的指導力の育成を図る。一つ目は、授業観察とその後の

討論である。これに関してはテレビ会議システムを用いて、授業実践を視聴するとともに

教育現場とのリアルタイムでの討論を行う。また、その動画をデータベース化し、オンデ

マンドでの視聴も可能にするとともに、それとリンクした掲示板システムにより文字ベー

スでの討論も行う。なお、本学では 3 年前より、ニュージーランドやカナダとのテレビ会

議システムを用いた双方向遠隔授業が行われており、それを通して培われたノウハウは地

域の学校とのテレビ

会議においてもレデ

ィネスとして有効に

働くと考えられる。

二つ目は、子どもへ

の学習指導とカウン

セリングである。「学

校 イ ン タ ー ン シ ッ

プ」などでの利用は、

掲 示 板 シ ス テ ム と

e-mail を利用して、

学生が個に応じた補

修的な指導を行うと

ともに、不登校など学校と距離のできている子どもとのコミュニケーションを大学教員の

指導のもとに実施する。 

クリスタル・プランにおける e-learning の新規性は、以下の二つと考える。一つ目は、

テレビ会議に関してのリアルタイム性とオンデマンド性の共存である。これは、データベ

ース化した動画にリンクする掲示板システムの付与によって実現される。これに関して先

行研究では、実験段階であることが多く、クリスタル・プランのような実践的利用はみら

れない。二つ目は、e-learning と対面学習とのブレンドである。現在、e-learning だけで

なく対面学習も併せて行うことが重視されているが、クリスタル・プランでは、この両者

を取り入れた包括的な学習である“ブレンデッドラーニング”を構成する。教員養成にお

いてこれを意図的に配置した大学は他に例をみない。 

５）実践的指導力育成クリスタル・プランの運営組織及び構成メンバー 

 本学教育学部にはＧＰ委員会が組織されており、本プランの統括を行う。ＧＰ委員会は、

図 3 に示したように本プランのカリキュラムの策定・実行のために教育実践科学研究セン

ター、情報教育研究センター、教務委員会、実習委員会と連携して運営組織を構成し、役

割分掌に従ってプランを遂行する。ＧＰ委員会は、教育学部長を代表に 16 名の専任教員で

構成され、本プログラムの管理や改善を行い、教育委員会や附属学校との連絡協議を行う。
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図３ 実践的指導力育成クリスタル・プラン運営組織 

教育実践科学研究

センターは、本プ

ランの教授と指導

を行う。情報教育

研究センターは、

e-learning に関わ

る指導と情報管理

を行う。教務委員

会は、本プランの

単位認定に関わる

事項や教員配置を行う。実習委員会は、協力校への学生の配当、事前・事後指導の配置、

連絡協議会の開催などを行う。 

（３）教育プロジェクトの特色について 

１）実践的指導力のクリスタル化 

鉱物の結晶(クリスタル)は、最初、不規則な物質の集団であったものが核(コア)の存在

によって安定的な規則性を得ることにより形成される。実践的指導力もその育成過程は同

様と思われる。教育現場での経験を通して習得した知識や経験の積み重ねとして育まれる

実践的指導力は、まさに日常的な実践の結晶として育成されるものである。教職的基礎を

有する学生が、教科の力を蓄えつつ、体系的・組織的なクリスタル化による実践的指導力

の獲得を目指すところに本プロジェクトの特色がある。 

２）体験的な実習機会の確保 

図４ フレンドシップ活動（田植え風景）

本学部では、このプロジェクトが構想さ

れるまでに多くの学生が、放課後チュータ

ーとして小・中学校で教育ボランティアを

行ってきた。この活動は、児童・生徒の確

かな学力の定着と本学部生の教員としての

資質・能力の向上を目指して行われるもの

である。この活動のうち、児童の心理面で

のサポートを行うために、フレンドリー・

カウンセラーやメンタル・フレンドとして

学生を地域に送り出している活動は、教育

委員会から高い評価と信頼を得ている。また、本学では、実践的指導力の育成を目指して、

平成 14 年度から「フレンドシップ活動」を行っており、平成 16 年度は、地域の応募児童

300 余名の中から抽選で 100 名の参加者を決定し、学生 85 名が年間７回の活動を行った（図

4）。その内容は、田植え、稲刈り、サツマイモ作り、デイキャンプ、ハロウィンなどの体

験的活動や面白学習体験、レクリエーション活動であり、地域の子どもたちと学生が互い

にふれあい育ちあうことを目的としている。こうした体験的な実習機会を今後、継続的に

発展・確保するために、このクリスタル・プランの中の「教職体験科目群」や「子ども理

解科目群」を体験的な単位認定科目として位置づけ、多くの実習機会を確保しようとして

いるところに本プロジェクトの特色がある。  
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３）「地域密着型」の伝統を生かした教員の養成 

本学部は、開学以来、近隣の小・中学校と一体となって、教育実習生の近隣地域での全

員受け入れをスムーズに実現し、地域からの高い評価を受けてきた。協力校 122 校の協力

を得て、地域密着型の教育実習を約 30 年間続けてきた本学部の取組は、全国的にみても数

少ないものと思われる。この誇るべき伝統を大切にし、さらに拡大・発展させるために今

年度、地域の教育委員会と協定書を交わし、平成 18 年度から、「学校ふれあい体験」や「教

育実践観察」の科目を「教職体験科目群」として必修科目に、「学校インターンシップ」や

「フレンドシップ」の科目を選択科目にそれぞれ位置づけることにした。地域と密着する

ことの学生側のメリットは、親近感に支えられ、信頼できる人間関係の中で、情緒的に安

定して教育実践を体験できることである。さらには、地域の保護者と教師が生きいきと協

力する姿に触れ、「地域の教育力」の発展的原動力の実際を学べる点にある。また、教育現

場側のメリットは、学生の参加によって個々の子どもへの教育実践的働きかけを手厚くし

てやれることや、大学教員による専門的な指導や助言の機会を多く得られることである。

「地域密着型」の伝統を生かし、これらの新しい単位認定科目を履修することによって、

入学当初から自己の将来像を明確に描きながら、教職への強い意欲を持って学び続けるこ

とができるところに本プロジェクトの特色がある。  
４）大学の教育理念に基づいた実践的指導力の育成 

本大学の教育理念は、「宗教的情操を基調として、教養を培い、広く知識を授けるととも

に、深く専門の諸科学を教授研究する」(学則第１条)ことである。本学部では、この理念

を受けた人材育成の今日的課題として、確実な実践的指導力を身に付け、人間としての高

い倫理観と教職への強い使命感、責任感等の人格的素養に裏打ちされた、21 世紀的スペシ

ャリストの養成を目指している。 実践的指導力とは、専門性として培われた広い視野に立

つ高い識見や技術を、教育実践上の具体的な課題に即応させつつ、臨床的に錬磨し、経験

則として蓄積させていく全人的、総合的な能力と捉えている。具体的には、教科の指導力

や学級経営力を中核に、子どもや保護者、地域の人々とのコミュニケーション能力、さら

にはカウンセリングや情報処理能力をも含む、多様で幅広い臨床的能力を意味する。  
実践的指導力育成クリスタル・プランを構想したことにより、子どもと共に行動・実践

する機会が拡大され、既存の教育実習だけでは得られなかった体験型の生きた教育実践を

数多く体験することができる。したがって、本プロジェクトは本学の教育理念に根ざした

実践的指導力の継続的・発展的育成を着実に推進するものであるといえる。  
５）大学、教育委員会、学校の連携による指導体制の強化 

本プロジェクトは、地域の教育委員会や小・中学校との強固な連携に基づいて行われているう

え、本学部に所属する全ての専任教員が積極的に関わって指導体制を強化しているところにその

特色がある。この中の「教職体験科目群」においては、専任教員が事前・事後指導にあたるほか、

各協力校に 1 名の担当教員を配置し、各教員は実習期間中の 8 時から 17 時まで協力校へ出向

いて、学生の体験活動を観察し、指導・助言を行うことにしている。また、「子ども理解科目群」は、

教育実践科学研究センターに関わる専任教員が、e-learning は、情報教育研究センターに関わ

る専任教員がサポートする。そして、「学校インターンシップ」は、放課後チューターやフレンドリー・

カウンセラー、メンタルフレンドなどいくつかの活動を含めて臨床心理士などの資格をもつ専任教員

が対応する。特別な支援を必要とする子どもの場合には、教育委員会や協力校と連携して、学校
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心理学科所属の専任教員が担任教師や教育相談担当者と児童、保護者との間に立って、その

子どもの特性を多面的に診断して、支援の方法を立案し、専任教員の指導下にある学生が関わ

って支援をする。放課後チューターの対応は、教育実践科学研究センターに関わる専任教員が、

協力校と連携・協力しながら支援をする。このように学生は、1 年次から 4 年次までの各ステージ

で、大学、教育委員会、学校の強固な連携による指導体制の下で児童とふれあい、互いに育ちあ

いながら教員としての専門性を高める活動を実践していくことが可能となる。 

（４）教育プロジェクトの有効性について 

１）ふれあい体験の確保と体験型実習科目の単位化 －教育課程の改善－ 

本プロジェクトでは、教育的効果が確認できれば、1 年次に「学校ふれあい体験」、2 年

次に「教育実践観察」、3・4 年次に「学校インターンシップ」、全学年を通して「フレンド

シップ」を正課の授業科目として単位化する計画である。これらの科目は、学内の講義を

受動的に聞くのではなく、学校体験や福祉体験、ボランティア体験、宿泊研修体験(合宿授

業研究体験を含む)、自然体験などを通して展開する体験型実習科目である。これらの科目

の授業は、学部として単独に行うのではなく、地域の教育委員会や学校との連携に基づい

て、人との豊かなふれあい体験の機会を充実させながら、授業方法や授業内容の工夫・改

善を試みているため、「教員養成のための教育課程の改善」や「教職に関する科目の内容・

方法の改善」という観点から先進的なモデルとして、有効性があるものと考える。  
２）授業内容の改善・工夫 －教職員の意識変容－ 

これまで学校教育に関わる科目の講義内容は、教員の専門性に偏りがちで、「子どもたち

への教育」につながる視点が不明確であると批判されてきたが、改善のためのきっかけが

なかなかつかめず、具体的な方針を見出せないままであった。しかし、本プロジェクトよ

り、教員は具体的・実践的な形で学校教育と関連させた授業内容への改善が可能になる。

さらに、「教職体験科目群」に位置づける科目の指導内容については、各種のふれあい体験

を多く積ませながら教育実習と関連させて指導しようとする試みがなされ、教員の意識変

容が期待できる。 

３）e-learning の利用による教授・学習方法の刷新 －変化する時代への対応－ 

クリスタル・プランにおける e-learning の有効性に関しては、まず、オンデマンドな学

習がもたらす利便性による学習機会の保障があげられる。すなわち、e-learning による学

習は、時と場所を選ばないことから、有効な学習機会を学生に提供することができる。次

に、学外の地域とのコミュニケーションが容易にでき、地域との関係強化ができることが

あげられる。このことは、近隣にあっても多数の学生が一度に参観することのできない協

力校と大学がリアルタイムに結ばれることから、コミュニケーションが飛躍的に増大し、

地域との密着を図ることができることを意味している。さらに、実践的指導力に必要な実

践的な知識と科学的な知識を融合できることがあげられる。すなわち、実践的指導力には、

経験則に基づき教育現場での体験から構築される実践的な知識と、大学での講義やゼミを

通して得られる科学的な知識という二つの知が不可欠であるが、e-learning では、大学に

いながら、実践の場を再現することから、テレビ会議やそれに伴う討論の中で、その両者

が融合でき、実践的指導力のクリスタル化の可能性があると考えられる。  
４）教職体験科目における教育内容の連続性・整合性の確保 －課題と対応方策－ 

「教職体験科目群」として 1 年次から 4 年次で開講予定の各科目が、3 年次の教育実習と
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どのように関わり、また、それぞれの科目の教育内容の連続性をいかに確保するか、とい

うことが本取組の課題である。現状において、全ての専任教員が教育実習の指導に出向い

ているため、この課題の重要性は十分に理解できているものと考える。教育内容の連続性・

整合性の問題は、本プロジェクトの趣旨を全教職員で共通認識を図りながら、学部内の「学

部ＦＤ推進部会」や大学、教育委員会、協力校の連携によって組織された連絡協議会の中

の「外部評価委員会」で論議・検討を重ねることによって克服できるものと考える。 

（５）教育プロジェクトの評価体制について 

 学
部
Ｆ
Ｄ
推
進
部
会

ＧＰ委員会 

GP プロジェクト評価改善部会 

訪問聞き取り 

大学 学校 

外部評価委員会

大学

  
附

属

学

校

教
育
委
員
会

協 

力 

校

アンケート実施と集計 

GP に関する FD 関連事業 

フレンドシップ記録集作成 

など 

図５ 評価体制  

 本プロジェクトの評

価体制は、本学におい

て従来から実施され機

能している学生による

授業評価アンケート、

教育実習後における附

属学校・協力校との連

絡協議会での意見聴取、

フレンドシップ事業の活動記録集の作成等を拡充する形で整備する（図 5）。ＧＰ委員会の

下に「ＧＰプロジェクト評価改善部会（以下、評価改善部会とする）」を置き、 

 ・ＧＰに関わる各種アンケート調査の実施、集計 

 ・ＧＰに関わる訪問聞き取り調査の実施、集約 

 ・外部評価委員会の運用と意見聴取 

・ＧＰに関わるＦＤ講演会、シンポジウム、研修会等の開催 

 ・ＧＰに関する記録集の作成 

などＧＰプロジェクト全体の評価と改善を専ら担当させる。評価改善部会の諸活動は、Ｇ

Ｐ委員会が学部ＦＤ推進部会との連携により行うものであり、教育学部ならびに大学全体

におけるＦＤ活動の一環である。さらにこれまでの連絡協議会の中に外部評価委員会を設

置し、附属学校・協力校教員、教育委員会職員からの評価・意見の集約を行う。 

 こうした評価体制の整備に際して特に注意する点は、①事後の調査（アンケート、聞き

取り調査などによる）→ ②課題・問題点の抽出・分析 → ③改善方法の検討とその内容に

ついての教員・学生におけるコンセンサスの形成 → ④次学期・次年度のプロジェクト実

施という４段階のサイクルを確立し、体験学習の改善に実効あるものにすることである。 

 本プロジェクト評価体制の特徴は、本学教員・学生による学内評価と、体験学習・教育

実習の受け入れ先である地域の小・中学校及び教育委員会による学外評価の２つにより構

成されている点にある。これは本プロジェクトが大学と小・中学校との間に太い双方向性

のチャンネルを設けることにより、大学と学校・社会との協力・共生関係の進展を促すと

ともに、複雑・多様化しつつある教育現場の課題に柔軟に対応できる資質を有する教員の

養成を目指していることと密接に関連している。 

 本ＧＰへの申請が契機となって、これまでの本学教育学部における授業改善の在り方が

見直されることとなった。また、本プロジェクトの体験や実践を通して、学生自身の授業

全般に対する認識力は向上すると予測され、授業評価能力は高まるものと期待できる。「Ｇ

Ｐ波及効果」は各方面に及んでいくものと確信する。 

 ‐- 8 -‐


